
令和４年度 第１回地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会

会 議 次 第

日時：令和４年７月２５日(月)

午後７時３０分から

場所：オンライン（Ｚｏｏｍ）

１．開会

２．徳島県保健福祉部副部長 挨拶

３．議題

(1) 委員長の選出について

(2) 令和３年度における業務の実績に関する評価(自己評価)について

４．質疑応答

５．閉会
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地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例
（平成２４年７月９日徳島県条例第４７号）

（改正 平成３０年３月２０日徳島県条例第２０号）

（趣旨）
第一条 この条例は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号。以下「法」とい
う。）第十一条第四項の規定に基づき、地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会
（以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事
項を定めるものとする。
（所掌事務）

第二条 委員会は，法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務をつかさど
るほか，知事が次に掲げる事項を行うに際して，あらかじめ，知事に意見を述べること
ができる。

１ 法第二十六条第一項の認可
２ 法第二十八条第一項の評価（同条第四項の評価を除く。）
３ その他知事が必要と認める事項
（組織）

第三条 委員会は、委員六人以内で組織する。
２ 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くこと
ができる。
（委員及び臨時委員）

第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

３ 委員は、再任されることができる。
４ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
５ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと
する。
（委員長）

第五条 委員会に、委員長を置く。
２ 委員長は、委員の互選によって定める。
３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する
委員が、その職務を代理する。
（会議）

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
２ 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開
くことができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。
（雑則）

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員
会に諮って定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

資料２



地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例（平成２４年徳島

県条例第４７号）第７条の規定に基づき，地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会

（以下｢委員会｣という。）の運営に関し，必要な事項を定める。

（会議の公開）

第２条 委員会の会議は，原則として公開とする。ただし，委員会において，徳島県情報

公開条例（平成１３年徳島県条例第１号）第８条各号に定める情報に該当すると認めら

れる事項について審議等を行う場合は，委員長が委員会に諮って非公開とすることがで

きる。

（傍聴の取扱い）

第３条 委員長は，傍聴の取扱いについて，必要な事項を定めることができる。

（意見の聴取等）

第４条 委員長は，議事の調査審議に関し，必要があると認めたときは，委員会に諮って，

関係者に対し，出席を求め意見若しくは説明を聴き，又は必要な資料の提出を求めるこ

とができる。

（議事録等）

第５条 委員会の議事録及び会議で使用した資料は，原則として公表する。ただし，徳島

県情報公開条例第８条各号に該当する事項が含まれる場合や，公開することにより公平

かつ中立な審議等に支障を及ぼすおそれがある等の場合は，委員長が委員会に諮って非

公開とすることができる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は，保健福祉部医療政策課において処理する。

（補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員

会に諮って定める。

附 則

この要綱は，平成２４年７月３１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。
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資料４

徳島県鳴門病院の令和４年度業務実績評価に係るスケジュールについて

時 期 内 容

６月下旬 鳴門病院が知事へ業務実績報告書を提出

７月２５日 第１回評価委員会

・鳴門病院より業務実績及び自己評価の説明，評価委員からの質疑

・評価委員の検証内容の提出依頼（〆切：８／８）

８月上中旬 評価委員の検証内容を踏まえ，県の業務実績評価（案）を作成

８月２５日 第２回評価委員会

・県の業務実績評価（案）の説明

・評価委員からの質疑を経て，県の評価結果を確定

８月下旬 評価結果を知事から鳴門病院へ通知

９月上旬 知事より県議会へ評価結果を報告

（※）今年度においては，「令和３年度の業務実績報告」の１種類である。



【参考】地方独立行政法人法（抜粋）

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）

第二十八条 地方独立行政法人は，毎事業年度の終了後，当該事業年度が次の各号に掲げる事

業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について，設立団体の長の評価を受

けなければならない。

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績

及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期

間における業務の実績

２ 地方独立行政法人は，前項の評価を受けようとするときは，設立団体の規則で定めるところによ

り，各事業年度の終了後三月以内に，同項第一号，第二号又は第三号に定める事項及び当該事

項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに，公

表しなければならない。

３ 第一項の評価は，同項第一号，第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付し

て，行わなければならない。この場合において，同項各号に規定する当該事業年度における業務

の実績に関する評価は，当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い，そ

の結果を考慮して行わなければならない。

４ 設立団体の長は，第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の

期間における業務の実績に関する評価を行うときは，あらかじめ，評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。

５ 設立団体の長は，第一項の評価を行ったときは，遅滞なく，当該地方独立行政法人に対して，そ

の評価の結果を通知し，公表するとともに，議会に報告しなければならない。

６ 設立団体の長は，第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは，当該地方独立行政

法人に対し，業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

【参考】地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例（抜粋）

（所掌事務）

第二条 委員会は，法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務をつかさどる

ほか，知事が次に掲げる事項を行うに際して，あらかじめ，知事に意見を述べることがで

きる。

１ 法第二十六条第一項の認可

２ 法第二十八条第一項の評価（同条第四項の評価を除く。）

３ その他知事が必要と認める事項



資料５－１

徳島県鳴門病院の業務実績評価の概要について

１ 評価の基本方針

知事が行う業務実績に関する評価は，評価委員会での検証結果を踏まえ，法人の業務

実績の全体について多面的な観点から調査・分析を行い，評価すべき点や改善すべき点

等を明らかにすることにより，法人業務の質の向上並びに業務運営の改善及び効率化に

資することを目的とする。

また，評価を通じて法人の業務運営の状況を分かりやすく示すことにより，法人業務

の透明性を確保し，県民への説明責任を果たすものとする。

２ 評価の種別

地方独立行政法人法の規定に基づき，知事は次の３つの種別において，業務実績に関

する評価を実施する。

(1) 各事業年度における業務実績評価（事業年度評価）

中期目標の達成に向けた各年度の業務の進捗状況の確認，検証を実施し，当該事業

年度における業務実績について評価を実施することで，次年度以降の業務運営に係る

改善点等を明らかにする。

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務実績評価（中期目標期間見込評価）

中期目標の最終年度直前までの業務実績の確認，検証を実施し，中期目標の終了時

に見込まれる業務実績について評価を実施することで，中期目標の達成に向けた改善

点等を明らかにする。

(3) 中期目標の期間における業務実績評価（中期目標期間評価）

中期目標の終了時における業務実績の確認，検証を実施し，中期目標の達成状況を

踏まえ，期間全体の業務実績について評価を実施することで，次期中期目標の達成に

向けた改善点等を明らかにする。

３ 評価の方法

各評価については，次の方法により行うものとする。

(1) 法人が作成する業務実績報告書により，項目別にその達成状況等について検証する

とともに，全体評価を行う。

(2) 法人が作成する業務実績報告書は，法人において項目別に自己評価を行うこととし，

評価委員会は病院の自己評価に基づき検証を行う。

(3) 知事は評価委員会の検証結果を踏まえ，最終的な項目別の評価及び全体評価を確定

させる。



４ 評価委員会の検証

(1) 法人からの説明等

評価委員会は，業務実績報告書をもとに，業務の実績等について法人から聞き取り

により説明を受け，必要に応じて，実績の内容や自己評価の理由等について，質疑を

行う。

(2) 検証について

① 項目別検証

業務実績報告書や法人の自己評価，法人からの説明等を踏まえ，中期目標の達成

に向けた業務の進捗状況等について，総合的に勘案の上，次の５段階で検証すると

ともに，その判断理由を記載する。

【事業年度評価】

段階 判断の目安

Ｓ 中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある。

Ａ 中期目標の達成に向けて順調に進んでいる。

Ｂ 中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる。

Ｃ 中期目標の達成のためにはやや遅れている。

Ｄ 中期目標の達成のためには重大な改善事項がある。

【中期目標期間見込評価】

段階 判断の目安

Ｓ 中期目標を大幅に上回って達成すると見込まれる。

Ａ 中期目標を達成すると見込まれる。

Ｂ 中期目標を概ね達成すると見込まれる。

Ｃ 中期目標が十分には達成できないと見込まれる。

Ｄ 中期目標が大幅に達成できない見込であり，改善が必要。

【中期目標期間評価】

段階 判断の目安

Ｓ 中期目標を大幅に上回って達成した。

Ａ 中期目標を達成した。

Ｂ 中期目標を概ね達成した。

Ｃ 中期目標が十分に達成されたとはいえない。

Ｄ 中期目標が大幅に達成されておらず，改善が必要。

② 全体についての検証

上記①の項目別検証の結果等を踏まえ，中期目標及び当該目標を達成するための

中期計画の進捗状況について，全体の評定を行う。

評定にあたっては，法人業務の実績の全体について多面的な観点から行うととも

に，業務運営等に関して改善すべき事項があれば明記する。



■検証結果記入用紙（事業年度評価）

【法人の自己評価】 【評価委員会の検証】

＜項目別検証＞
大項目

中項目
小項目

１　診療事業

(1) 良質かつ適切な医療の提供

(2) 患者の視点に立った医療の提供

(3) 救急医療の強化

(4) がん医療の高度化

(5) 産科医療や小児医療の充実

(6) 特色ある医療の更なる推進

(7) 生活習慣病に対する医療の推進

(8) 感染症対策の推進

年度計画を上回って実施している。

概ね年度計画どおり実施している。（達成度が概ね９割以上）

年度計画を十分に実施できていない。（達成度が概ね６割以上９割未満）

年度計画を大幅に下回っている。（達成度が６割未満）

12

R3年度実績 資料６
項目別
のﾍﾟｰｼﾞ

自己
評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある。

中期目標の達成に向けて順調に進んでいる。

中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる。

中期目標の達成のためにはやや遅れている。

中期目標の達成のためには重大な改善事項がある。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

年度計画を大幅に上回って実施している。（特に優れた実績）

資料５－２

委員御氏名：

委員コメント

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｓ

◎令和３年度における業務実績報告書（資料６）に関し、委員の検証結果（Ｓ～Ｄ）を御記載いただくとともに、その判断理由等について
　コメントがございましたら併せて御記載ください。

Ｂ

－ －

－ －

－

検証
結果

第３　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の
　　　 向上に関する目標を達成するためとるべき措置

－

8

7

5

10

9

Ａ 10

Ｂ 11

1



大項目
中項目

小項目

２　医療・介護連携の充実

(1) 地域包括ケアへの推進

(2) 地域住民の健康維持への貢献

３　災害時における医療救護

４　人材の確保・養成

(1) 質の高い医療従事者の確保・養成

(2) 看護専門学校の充実強化

１　業務運営体制

(1) 効果的な業務運営の推進

(2) 職員の就労環境の向上

２　業務運営方法

(1) 収入の確保

(2) 費用の抑制

12

－

14

13

自己
評価

検証
結果

R3年度実績

Ｂ

－ －

－

Ａ

Ｂ

－

Ａ

Ｂ

Ｓ

－ －

Ｂ

Ｓ

－ －

Ｂ

Ｂ

委員コメント
資料６
項目別
のﾍﾟｰｼﾞ

第４　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成する
　　　 ためとるべき措置

－

16

15

－

－ －

－

17

－ －

Ｂ

－

18

18

－

－

－

第９　料金に関する事項

第７　重要な財産を譲渡し、又は担保しようとするときの計画

25

21

第６　短期借入金の限度額

20

第５　予算、収支計画及び資金計画

第８　剰余金の使途 － － －

－

2



大項目
中項目

小項目

１　施設及び設備に関する事項

２　就労環境の整備

３　積立金の処分に関する計画

R3年度実績

委員コメント

Ｂ

自己
評価

委員コメント

項目別検証を踏まえた全体についての検証

委員の
評定結果

資料６
項目別
のﾍﾟｰｼﾞ

検証
結果

第10　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 － －

27

－

－

27

－

Ｂ

－
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令和3年度　業務実績報告書

令和4年6月

　　　地方独立行政法人徳島県鳴門病院

資料６
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【法人の概要】

１　基本的情報

法人名称 地方独立行政法人徳島県鳴門病院

所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番

設立団体 徳島県

設立年月日 平成２５年４月１日

設置する病院 名称 徳島県鳴門病院

所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番

病床数 ３０７床（一般病床：うちドック６床）

併設施設等 健康管理センター

設置する看護師養成所 名称 徳島県鳴門病院附属看護専門学校

所在地 徳島県鳴門市撫養町斎田字見白３６番地１

課程等 ３年課程（１学年定員４０名）

標榜科
1５診療科
   （内科・循環器内科・小児科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科・
　　産婦人科・泌尿器科・放射線科・麻酔科・形成外科・救急科）

1



２　役員及び職員の状況

役員の状況

職員の状況

３　基本的目標（第３期中期目標前文）

役　職　名 氏　名 任　　期 備　　考

徳島文理大学保健福祉学部教授

理事長 森　　 裕二 令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日 元 徳島県人事委員会事務局長

副理事長（非常勤） 小森　將晴 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日

副院長

理事 邉見  達彦 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日 病院長

理事 阿川　昌仁 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日

弁護士

理事 美馬　敦美 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日 副院長

理事（非常勤） 島田   清 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日

弁護士

理事（非常勤） 濱尾  重忠 令和3年4月1日 ～ 令和5年3月31日 徳島県経済成長戦略アドバイザー

監事（非常勤） 島内  保彦 令和元年7月1日 ～ 令和3年6月30日

職員数　　　正規職員４４３人(病院長１名・副院長２名含む)　　嘱託職員１２５人　　（令和３年４月１日現在）

　地方独立行政法人徳島県鳴門病院は，平成２５年４月の法人設立以降，徳島県北部を中心に，香川県東部や兵庫県淡路島地域をも診療圏と

し，政策医療を担う地域の中核的かつ急性期病院として極めて重要な役割を果たしている。

　また，「看護専門学校」，「健康管理センター」を併設し，本県医療の未来を担う看護人材の育成に加え，地域の健康増進にも貢献するととも

に，地域完結型の医療提供体制の確保に積極的に取り組んできたところである。

　一方で，急速に進む人口減少や少子高齢化など社会構造の多様化・複雑化が進む中，地域における病床機能の分化及び連携並びに在宅医

療の更なる推進により，将来の医療需要に対応し地域住民の医療ニーズに応じた，安全で質の高い医療の提供に努めることが重要である。

　加えて，南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模自然災害への対応や地域において重要な課題となる救急医療，周産期医療及び小児医療

への対応が求められている。

　このため，第３期中期計画を次のとおり定めることとし，地域の中核的病院として，地域住民から，さらに信頼され，期待され，愛される病院を目

指していくため，地方独立行政法人徳島県鳴門病院の特長を最大限に生かし，求められる医療の継続的かつ安定的な提供に取り組む。

監事（非常勤） 原    孝仁 令和元年7月1日 ～ 令和3年6月30日 公認会計士
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【項目別の状況】

＜項目別一覧＞
大項目 大項目

中項目 中項目
小項目 小項目

１　診療事業 １　業務運営体制
(1) 良質かつ適切な医療の提供 (1) 効果的な業務運営の推進
(2) 患者の視点に立った医療の提供 (2) 職員の就労環境の向上
(3) 救急医療の強化 ２　業務運営方法
(4) がん医療の高度化 (1) 収入の確保
(5) 産科医療や小児医療の充実 (2) 費用の抑制
(6) 特色ある医療の更なる推進 第５　予算、収支計画及び資金計画
(7) 生活習慣病に対する医療の推進 第６　短期借入金の限度額
(8) 感染症対策の推進 第７　重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとするときの計画

２　医療・介護連携の充実 第８　剰余金の使途
(1) 地域包括ケアの推進 第９　料金に関する事項
(2) 地域住民の健康維持への貢献 第10　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

３　災害時における医療救護 １　施設及び設備に関する事項
４　人材の確保・養成 ２　就労環境の整備

(1) 質の高い医療従事者の確保・養成 ３　積立金の処分に関する計画
(2) 看護専門学校の充実強化

＜法人の自己評価＞

＜評価委員会の検証＞

R３年度
自己評価

3

中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある
中期目標の達成に向けて順調に進んでいる
中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる
中期目標の達成のためにはやや遅れている
中期目標の達成のためには重大な改善事項がある

年度計画を大幅に下回っている（達成度が６割未満）

Ｂ
年度計画を上回って実施している
概ね年度計画どおり実施している（達成度が概ね９割以上）
年度計画を十分に実施していない（達成度が概ね６割以上９割未満）ＣＳ評価

Ａ

Ｄ

R３
自己
評価

－

－
B
B
－

県
評価

－

S

7
5
－

項目
別の
ﾍﾟｰｼﾞ

10
A

自己
評価

－

－
A
A
A
B
S

R３
県

評価

－ －

－
第４　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため
　　　 とるべき措置

－ －

項目
別の
ﾍﾟｰｼﾞ

20

18
－

第３　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
　　　 に関する目標を達成するためとるべき措置

10

9
8

－

Ｂ

－
11 25

12 －
－ －

Ｂ
Ｂ
－
A

B
－

－
14 27
13 －－

B

－
－ 27

Ｂ
Ｂ

16

－
15

Ｓ

－

－
－
－
－

－

年度計画を大幅に上回って実施している（特に優れた実績）

21
B

18

17

－

A

B
－
－
－

12

S

Ｓ
Ａ
Ｂ

Ｄ

D評価

Ｃ

Ａ評価 6
12
0
0

Ｂ評価
Ｃ評価

計 21
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＜令和３年度・年度計画，第３期中期計画　数値目標＞ ＜財務・人員＞

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

救急搬送
受入率

外来化学療法
延件数

紹介率

87.3%

１，３７３人

７６．９％

１１３．８％

９１．７％

７６．７％

１１７．１％

逆紹介率

看護学生の県
内就職率

稼働病床
利用率

経常収支比率

がん入院患者
延数

認定看護師数 ６人

１１３．４％医業収支比率

項目
実　績

（R3年度）
目　標

（R3年度）

87.0%

１，３３０人

第3期中期
計画目標
(R6年度)

90.0%

１，６５０人

クリティカル
パス件数

７８．０％

１０７．０％

７８．０％

１１０．０％

４０件 ２８件 ３４件　

【参考】
R2年度

３１件

89.7%

１，２６４人

109.7％

８，０１４人

８０．０％

１００．０％

９６．０％

８５．０％

８０．０％

１００．０％以上

９６．０％以上

10,272人

７７．３％

６人

８０．０％

75.4％

108.5％

106.6％

１２，０００人 １２，９００人

７人 １０人

８５．０％

項目

経常収益
（千円）

経常費用
（千円）

経常損益
（千円）

職員数
（人）

（４月１日時点）

R2年度

7,839,414 8,792,045

7,223,202 7,539,570

616,212 1,252,475

556 561

【参考】

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度
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＜法人の自己評価＞ ＜評価委員会の検証＞

中期目標  第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項　

第３ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

ア ○ ・
ア

○ ・

イ ・

○ ・

○ ・

地域の中核的かつ急
性期を担う病院とし
て、地域住民の医療
を支える基本機能を
提供しつつ、地域の
医療水準向上のため
の機能充実に努める
こと。

　鳴門市との連携の下、地域

医療の充実に向けた基金を

創設いただくとともに、救急

患者の積極的な受入及びク

リティカルパス活用による医

療の質の向上、多職種によ

る症例カンファレンス、医療

安全研修会や感染防止訓

練・研修会の実施、新型コロ

ナウイルス感染症対応など、

地域の中核的かつ急性期を

担う病院としての取組を推進

できたため。

中期目標の達成のためにはやや遅れている

＜自己評価設定理由＞

Ｓ 年度計画を大幅に上回って実施している（特に優れた実績） Ｓ 中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある

Ａ 年度計画を上回って実施している Ａ 中期目標の達成に向けて順調に進んでいる

業務実績 自己評価

Ｄ 年度計画を大幅に下回っている（達成度が６割未満） Ｄ 中期目標の達成のためには重大な改善事項がある

年度計画

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)
年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

Ｂ

Ａ

概ね年度計画どおり実施している（達成度が概ね９割以上） Ｂ

「地域完結型」の中核病院として，「徳
島県保健医療計画」及び「徳島県地
域医療構想」を踏まえた医療機能の
充実を図るとともに，鳴門市との連携
による，徳島大学と共同した人材育成
の推進やキャリアアップ支援による医
師確保策を展開するなど，医療提供
体制の充実・強化を図る。

紹介と救急による入院患者を積極的
に受け入れるとともに，リニアックによ
る放射線治療や腹腔鏡下手術による
がん手術の増など，質の高いがん診
療に取り組む。

中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる

Ｃ 年度計画を十分に実施していない（達成度が概ね６割以上９割未満） Ｃ

「地域完結型」の中核病院として、
「徳島県保健医療計画」及び「徳島
県地域医療構想」を踏まえた医療
機能の充実及び鳴門市と連携した
医師確保策を推進し、医療提供体
制の充実・強化を図る。

新規入院患者数が増加するなか、がん入院患者延数は減少となった
が、平均在院日数は、適切な医療の提供により、１０．５％(1.4ﾎﾟｲﾝﾄ)
短縮している。

栄養管理計画書を定期的に評価し、必要に応じ栄養指導の実施や
栄養サポートチームへの介入を医師に促した。

鳴門市において、「健康づくりの推進と地域の医療を守り育む基金」を
創設 （１．５億円）

基金を活用した、地域における医療課題解消に向けた共同研究事業
やキャリアアップ支援などの医師確保策を推進

１ 診療事業
 (1) 良質かつ適切な医
療の提供

認定資格等有資格者の専門性を発揮
し，チーム医療の実践により治療・ケ
アの水準向上に取り組む。

中期計画

１ 診療事業
 (1) 良質かつ適切な医療の提供

１ 診療事業
(1) 良質かつ適切な医療の提供

県民が等しく質の高い医療を受け
ることができ，安心して暮らせる徳
島の実現に向け，「徳島医療コン
ソーシアム」を推進するとともに，
地域と共に育む，より良い病院づく
りを目指し， 「地域医療の充実」と
「医療の質の向上」を図る。

「徳島医療コンソーシアム」を推進する
とともに，地域と共に育む，より良い病
院づくりを目指し，「地域医療の充実」
と「医療の質の向上」を図る。

県北部の最重要な救急医療施設として、第３期中期計画中の「救急
総合診療センター」開設に向け、「徳島医療コンソーシアム」の推進を
図るため、令和４年３月から「救急科」を「救急・総合診療科」に改編
し、医師の受入体制の充実を図ることとした。
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○ ・

○

・

・

・

イ ウ ○ ・

・

○ ・

　ヒヤリハット報告 586件 664件 538件

転倒・転落（内数） 141件 152件 178件

・

・

　「医療安全センター」を中心に，イン
シデント・アクシデント情報の収集・分
析やリスク回避方策の検討・評価を行
うとともに，医薬品の安全管理を徹底
し，医療安全対策に万全を期すよう努
める。

医療関係職員に対して集合研修を実施

R２R３

インシデントレポートの充実に向けた全職員への働きかけを実施する
とともに、リスクマネジメント委員会において、インシデント・アクシデン
トの要因分析を行った。

Ｒ１

業務実績

安全で質の高い医療の提供のため，
地域の医療機関と連携を図りながら，
委員会における検証と改善により，
「クリティカルパス」の積極的な導入を
推進する。

（６月）

（10・11月）

医療安全研修会、ＭＲＩ講習会

医療安全研修会

医療安全ラウンドを６月から開始し、令和３年度は６回実施した。

＜薬剤科＞

（４月）

（５月）

令和３年度は、新規パスとして整形外科６件、外科４件の計１０件を
承認するとともに、既存パスの見直し（延べ５０件）を行った。

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

総合内視鏡センター、外科、脳神経外科、整形外科等において、
多職種によるカンファレンスを実施した。

入院患者の既往歴に応じた特別食への変更や入院時、退院時にお
ける栄養指導業務等に多職種と連携しながら取り組んだ。

入院中の食欲不振の聞き取りを行うとともに、食事内容に係る調整に
ついて、主治医への働きかけを実施した。

クリティカルパス委員会を定期開催（２か月に１回）し、新規パス及び
既存パスの見直しについて承認を行っている。

薬剤師を全病棟に配置するとともに、服薬管理指導や病棟薬剤業務
を積極的に推進し、入院患者に対する薬剤指導の充実に取り組ん
だ。

＜栄養管理科＞

自己評価

【令和３年度実績】
　電子カルテ登録のクリティカルパス件数　　４０件

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

医師・看護師をはじめ多職種による症
例カンファレンスを充実する。

病棟薬剤業務や栄養指導業務などに
おいて，コメディカルの各職種が専門
性を発揮し，医師・看護師への積極的
な支援と患者に対する指導業務を充
実・強化する。

最適で確実な治療を
提供するため、各種
診療ガイドライン等に
基づくクリティカルパ
スを推進するとともに
医療安全対策を徹底
し、医療の質の向上
を図ること。 【令和３年度目標】

　電子カルテ登録の
　　　　　クリティカルパス件数　２８件

医療ガス講習会

医療安全研修会

安全で質の高い医療の提供のた
め、地域の医療機関と連携を図り
ながら、「クリティカルパス」の積極
的な導入を推進する。

【電子カルテ登録の
　　　　　クリティカルパス件数】

　令和元年度実績値　２３件
⇒令和６年度目標値　３４件
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ア ア ○ ・

イ ○ ・

・

○

・

イ ウ ○ ・

・

エ ○ ・

ウ ○ ・

○ ・

○ ・

　患者満足度調査（９月）を実

施、分析評価後の講評を内

部で情報共有し、調査結果を

ホームページで公開するとと

もに、ご意見箱の回収を２週

間毎に実施し、速やかな改善

に努めた。

　また、患者サポートセンター

による入院予定段階から退

院後までの効率的な療養支

援件数及び様々な問題に対

する相談件数が２５％増加す

るなど、積極的に取組を推進

し、実績をあげているため。

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

患者やその家族のニーズに応じた
「診療科」や「専門外来」の設置・
検討を進めるとともに，意見箱の
活用や定期的な患者満足度調査
を通して，来院者の意見・要望の
把握と速やかな改善に努め，患者
サービスの向上を図る。

「病院パブリシティ企画委員会」を中心
に，ホームページのリニューアルやＳ
ＮＳの活用等に加え，市町の広報との
コラボを検討・推進することにより，当
法人の魅力を積極的に情報発信す
る。

「鳴門病院まつり」（仮称）を開催し，鳴
門病院ならではの高度医療機器と接
する機会や地域住民の方々と連携し
た避難訓練の実施など，地域と一体と
なったイベントを展開する。

ホームページのリニューアルやＳ
ＮＳの活用等に加え，市町の広報
とのコラボを検討・推進することに
より，当法人ならではのＰＲ情報を
有効かつ積極的に発信する。

患者相談室 相談件数

医療・介護・福祉・生活等の総合窓口
機能の充実に向け，ＭＳＷの増員な
ど「患者サポートセンター」（R1.10設
置）の体制強化を図り，入院予定段階
から退院後まで，状況に応じた適切な
療養を支援する。

臨床指標として情報公開する内容を見直し、ホームページへの掲載
データの充実を図った。

当院の魅力発信事業として、医師や看護師が出演するＰＲ動画を、四
国大学メディア情報学科と共同制作した。（ＨＰ掲載予定）

新型コロナウイルス感染症の収束を勘案しながら、令和５年度に実施
予定の地方独立行政法人化１０周年及び創立７０周年記念事業にお
いて、プレ事業として、令和４年度に「鳴門病院まつり」（仮称）の企画
することを検討中。

病院のホームページ
や地元広報誌の活
用などにより、病院
の役割や医療提供
内容等を積極的に情
報発信するなどによ
り、開かれた病院づく
りに努めること。 「鳴門病院まつり」（仮称）など，地

域と一体となったイベントを展開す
る。

(2) 患者の視点に立っ
た医療の提供

(2) 患者の視点に立った医療の提供

選ばれる病院であり
続けるため、患者の
ニーズを的確に把握
し、病院内外におけ
る継続的な改善策を
講じることにより、患
者サービスの向上推
進に努めること。 「患者満足度調査」や「ご意見箱」を活

用し，課題を的確に把握するととも
に，患者サービスや病院運営の向上
に取り組む。

毎週、患者サポート会議を実施、患者サポートに関する取組や事例
等の情報共有と患者支援について検討を実施。

22,794

R１
20,887

Ｈ30R３
28,550

R２

＜自己評価設定理由＞

自己評価

Ａ

業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

20,919

(2) 患者の視点に立った医療の提供

医療・介護・福祉・生活等の総合
窓口機能を担うよう，「患者サポー
トセンター」の充実・強化を図る。

患者の個人情報につ
いて法・条例に基づ
き適切に取り扱い、
臨床における倫理的
課題に積極的に取り
組むとともに、医療相
談体制を充実し、患
者の利便性向上に努
めること。

患者満足度調査（９月）を実施し、分析評価のうえ、院内掲示板に講
評を掲載するとともに、調査結果をホームページに掲載した。

職員や委託・派遣社員の接遇の向上
に向け、研修会の開催の他、クレーム
に対する注意喚起を徹底する。

徳島県個人情報保護条例に基づき、
各種個人情報を適正に管理するとと
もに、患者本人からの開示請求手続
きに対して適切に対応する。

各種個人情報を適正に管理するとともに、患者本人等からの開示請
求手続きに適切に対応した。

主な倫理的課題に対する対応マニュ
アルの院内全体への徹底と，研修会
の開催により職員の人権意識の向上
に取り組む。

患者の視点に立った医療を提供する
とともに，インフォームド・コンセントを
徹底する。

毎週、病棟看護師長等と入退院支援を要する患者の抽出と課題検討
を行い、患者サポートセンターとの連携強化を図っている。

臨床倫理委員会を毎月開催し、各部署での課題の抽出や対応を検
討しており、令和３年度は、『身体拘束マニュアル』の改訂を行った。

ご意見箱にいただいた意見について、速やかに管理者会議に諮り、
合同会議に報告した上で、当院ホームページで公表するとともに、改
善を図った。（令和３年度実績：２１１件）

全職員を対象として接遇研修会を実施した。

7



ア ア ○ ・

イ イ
○

・

 

○ ・

＜自己評価設定理由＞

A

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

(3) 救急医療の強化

　【年間救急搬送受入率】
　 令和元年度実績値　８５％
 ⇒令和６年度目標値　９０％

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

【令和３年度目標】
　・ 救急搬送受入率　８７％以上
　・ 救急搬送患者受入件数
　　  　　　　　　　２，２００件以上

連携医療機関からの救急紹介患者の受入に対応するとともに、救
急医療圏内の消防本部との意見交換会や症例検討会を開催する
など、円滑な連携に努めた。

連携医療機関をはじめ，鳴門市・板野
東部・板野西部の各消防機関との定
期的な連絡会及び症例検討会を開催
し，更なる連携体制の強化を図る。

県北部の「最重要な救急医療施設」と
して，感染症にも対応可能な専用病
床を有する「救急総合診療センター」
（６床程度）の開設に向け，「救急総合
診療センター整備ＰＴ」を中心に、整備
方針の策定に取り組む。

地域消防との連携の深化，ヘリ

ポートの整備検討や救急専用病

床の確保などの施設整備を推進

し，県北部の「最重要な救急医療

施設」として，感染症にも対応可能

な「徳島県鳴門病院救急総合診療

センター」（仮称）の整備を図る。

　救急科の設置が地域住民
を始め関係機関に浸透する
とともに、消防機関との緊密
な連携を図るなど、救急搬送
患者の円滑な受入に努める
とともに、日曜日の小児救急
医療体制を維持し、救急搬送
の受入率及び患者受入件数
とも目標を達成しており、特
に救急搬送患者受入件数
は、目標値を大きく上回った
ため。

H30

2,479人 2,174人 2,192人 2,208人救急搬送患者受入数

救急科を設置して２年経過、消防との連携や地域への浸透が進み、
救急患者搬送件数も増加した。

業務実績

地域の１次救急医療
機関との役割分担や
連絡体制の整備、消
防機関との連携強化
に努めること。

【令和３年度実績】
　・ 救急搬送受入率　８７.３％

　・ 救急搬送患者受入件数　２，４７９件

東部Ⅱ救急医療圏
の自己完結率を高め
るため、施設整備を
積極的に推進し、救
急医療体制を充実さ
せるとともに、県北部
の最重要な救急医療
施設としての機能を
担うための取組を図
ること。

R１

「救急総合診療センター整備ＰＴ」を毎月開催、救急総合医療センター
の機能を確保するため、整形外科外来を移転させたスペースに、ＨＣ
Ｕ５床を配置するとともに、感染症対応個室（陰圧）を新たに整備する
方針を決定。

自己評価

R３ R２

(3) 救急医療の強化

２次救急医療機関として，救急医
療チームの整備・充実を図り，「救
急科」を核とした，地域の要となる
「断らない」救急医療体制を確保す
る。

(3) 救急医療の強化

２次救急医療機関として，令和２年度
に新設をした「救急科」を核とした救急
患者受入体制を強化し，救急搬送受
入率の向上を図る。
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ア ア ○ ・

○ ・

○ ・

イ イ ○ ・

 
○ ・

○ ・

・

地域で化学療法や緩
和ケアを受けたい患
者ニーズに対応する
ため、県北部におけ
るがん診療提供体制
の構築に努めるこ
と。

上・下部消化管の検査と治療の充実を図る総合内視鏡センターの改修に着手
した。（Ｒ４．４竣工予定）

０件

【令和３年度実績】
　・  がん入院患者延数　８，０１４人

  ・　リニアック治療件数　１，５１５件

　・　ＰＥＴ－ＣＴ検査件数 ２２４件
　
　・  外来化学療法延件数 　1，３７３件

人間ドック・２日 118人 135人

「高精度リニアック」や「ＰＥＴーＣＴ」
などの高度医療機器の強みを活
かすとともに，手術から化学療法，
放射線治療，緩和ケアまで，がん
診療連携拠点病院と連携した質の
高い「フルセットの医療」を提供す
る。

199人 　222人

がんリハビリテーションによる機能回
復及び,「緩和ケアチーム」によるケア
を推進する。

1,248人

プロジェクトチーム会議を２ヶ月に１回開催し、６階西の休床病棟を活
用した緩和ケア病棟と外来化学療法室の整備について、検討の結
果、化学療法室の移転を先行実施する方針を決定した。

緩和ケア患者のＡＤＬ及びＱＯＬの維持・向上及び自宅生活希望者に
対するカンファレンスに参加し、介助方法の指導を実施。

３件 ４件

がん専門医等や認定看護師の確保・養成に努めた。

がん医療の専門医・認定医　５名

１０件 ６件

R３ R２ R１

2,480人

自己評価

R３

【令和３年度目標】
　・ がん入院患者延数
        　　　  　　１２，０００人以上
  ・ リニアック治療件数
　　　　　　　　　　　 　　２，１８０件
　・ ＰＥＴ－ＣＴ検査件数 ４８０件
  ・ 外来化学療法延件数
　　　　　　　　　　　　 　１，３３０件

腹腔鏡下手術・胃がん手術

腹腔鏡下手術・その他のがん手術

H30

R２ R１

2,346人

認定看護師（がん性疼痛看護、がん化学療法看護）　３名

人間ドック、がん検診等の実施により早期発見・早期治療に繋げた。

2,249人

地域がん診療連携推

進病院として県内の

がん診療連携拠点病

院との連携を図ると

ともに、県北部のが

ん診療拠点の整備に

向け、集学的治療の

推進や高度医療機

器の導入による強み

を活かしたがん診療

の質の向上に努める

こと。

2,413人

がん検診

腹腔鏡下手術・大腸がん手術

３件 ５件

地域がん診療連携推進病院として拠点病院と連携を図りながら、が
ん診療を行っている。

H30

４件 １０件

４件

「総合内視鏡センター」における内科
と外科のカンファレンスを充実し大腸
がん手術件数の増加や，外科と形成
外科がチームで協働し，乳がんの切
除と乳房再建の同時施行件数の増加
に取り組む。

「地域がん診療連携推進病院」とし
て，「高精度リニアック」や「ＰＥＴ－Ｃ
Ｔ」などの高度医療機器の強みを活か
し，「がん診療連携拠点病院」と連携
した質の高いフルセットのがん医療提
供体制の構築に向け取り組む。

３３件

人間ドック・日帰り

業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

1.060人 1,249人 1,436人

１４件

Ｂ
(4) がん医療の高度化 ＜自己評価設定理由＞

フルセットのがん医療の提供に向け，
「外来化学療法室移転・緩和ケア病棟
設置ＰＴ」が中心となり，現在休床して
いる６階西病棟を有効活用した，「緩
和ケア病棟」（１８床程度）や「外来化
学療法室」（１０床程度）の整備に向け
た検討を行い，今年度中の設計着手
を目指す。

(4) がん医療の高度化

中期目標 中期計画

(4) がん医療の高度化

ＰＥＴ－ＣＴ検診をはじめとする健康管
理センターの検診事業の推進により，
がんを早期に発見し，迅速な治療に
結びつける。

がん患者の方々の生活の質
（QOL）の維持向上を図り，住み慣
れた地域でその人らしく穏やかに
過ごせるよう，「緩和ケア病床」の
整備を推進するとともに，在宅に
おいても安心して生活を送りなが
ら，がん治療が継続できるよう，
「外来化学療法」の拡大・充実を図
る。

【年間がん入院患者延数】
令和元年度実績値１２,２４４人
⇒令和６年度目標値１２,９００人

【年間外来化学療法延件数】
令和元年度実績値１,３１４件
⇒令和６年度目標値１,６５０件

年度計画（令和３年度)

　高精度リニアックやＰＥＴ－Ｃ

Ｔの導入により、地域がん診療

連携推進病院として、集学的治

療の質的向上を図っており、外

来化学療法延件数は目標を達

成したが、他の項目の実績が

目標を下回ったため。

がん医療専門医師及びがん領域の認
定看護師の各種認定資格の取得を促
進するとともに，患者相談支援を充実
する。

キャンサーボードにリハビリテーション認定資格者１１名の職員が参
加し、術前から患者情報を共有し、術後の積極的な早期離床を促進
する高水準の医療を提供している。
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○ ・

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

平成３１年１月から　　毎週水曜日・隔週金曜日

令和元年９月から　　 週２日 ： 水・金曜日

令和３年５月から　　  週３日 ： 月・水・金曜日

中期目標 中期計画

H30

徳島大学から小児科医師を招き、小児蘇生研修を実施した。

産科及び小児科の診療
体制の一層の充実を図
るとともに、他の診療科
との連携や役割分担を
促進し、地域における中
核的な小児・周産期医
療機関として求められる
役割を着実に果たすこ
と。

　鳴門市内で唯一の分娩医療
機関として医療体制の充実を
図っており、無痛分娩のニーズ
に麻酔科と連携して対応、分娩
数が大幅に増加するとともに、
日曜日の小児医療救急体制を
維持した。
　また、助産師外来・母乳外来
については、令和３年５月か
ら、週３日体制へと拡大するな
ど、地域における小児・周産期
医療の中核的な役割を果たし
ているため。

192人

分娩を休止した民間医療機関の受け皿として、鳴門市内で唯一の分
娩医療機関となる中、関係科支援のもと、無痛分娩や新生児管理に
積極的に取り組んだ。

24件 32件

【令和３年度実績】
 脊椎脊髄手術件数　　３５１件

R３

「助産師外来」，「母乳外来」等，助産
師による活動を促進する。

「脊椎脊髄センター」において，「術中
３Ｄイメージ装置」による手術の精度・
安全性の向上を図りつつ，院内骨バ
ンクの設置による同種骨移植など，難
易度の高い脊椎脊髄手術を実施し，
地域センター的機能を果たす。

「手の外科センター」において，医師・
看護師・作業療法士が一体となって迅
速かつ高度な治療を実施する。

251人 202人
 小児救急患者受入数

R２ R１

業務実績

手の外科センターにおいて、高度な治療を実施している。 　手の外科及び脊椎脊髄手術

において、四国で有数の手術

件数を誇っており、脊椎脊髄セ

ンターに導入した術中３Dナビ

ゲーション装置を用い、更なる

手術の精度及び安全性の向上

に取り組んでいる。

　また、術後に必要となるリハ

ビリテーションについても、各セ

ンターと緊密に連携した施術を

積極的に推進することで、早期

離床につなげているため。

県内唯一の医療分野で
ある「手の外科セン
ター」をはじめ、「脊椎脊
髄センター」や「糖尿病・
内分泌センター」などの
専門的な人材能力を活
かした医療の充実を図
るとともに、積極的な情
報発信を行うことで、病
院の特色ある医療の更
なる提供拡大に努める
こと。

年度計画（令和３年度)

＜自己評価設定理由＞

「総合メディカルゾーン」や「徳島医療
コンソーシアム」における医療連携を
十分に図りながら，特色のある医療を
さらに推進し，質の高い医療を提供す
るとともに，県内外に向け，積極的な
情報発信による患者数の増加に取り
組む。

Ａ

600件

【令和３年度実績】
 手の外科手術件数　　５７７件

手の外科手術件数

術中３Dナビゲーション装置の導入、手術の精度・安全性の向上を図
り、センター的機能を果たすべく更なる医療の向上に取り組んでい
る。

「総合メディカルゾーン」における徳島
大学病院や県立中央病院と連携し，
産科及び小児科の診療体制の確保・
充実を図るとともに，「無痛分娩」の実
施など麻酔科をはじめとする各診療
科との連携を促進する。

R２

222件 250件
 　（うち無痛分娩数）

助産師外来・母乳外来の充実を図った。

 （助産師外来実施日）

日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医、糖尿病認定看護師及び糖
尿病療養指導士の他職種によるチームを編成し、地域の医療機関と
も連携することにより、糖尿病・内分泌治療における地域のセンター
的役割を果たすよう取り組んでいる。

【令和３年度目標】
手の外科手術件数 ６００件以上

【令和３年度目標】
 脊椎脊髄手術件数　５００件

(5) 産科医療や小児医療の充実 ＜自己評価設定理由＞ Ｓ

R３

日曜日の小児救急体制を継続した。

(6) 特色ある医療の更
なる推進

(6) 特色ある医療の更なる推進

産科，小児科病床を有する北岸地
域で唯一の中核病院として，周産
期母子医療センターと連携し，産
科医療や小児医療の役割を着実
に果たす。

「総合メディカルゾーン」における
徳島大学病院や県立中央病院と
連携した体制の構築により，産科
医療及び小児（救急）医療の確保・
充実を図る。

(5) 産科医療や小児医
療の充実

577件 612件 606件

「総合メディカルゾーン」や「徳島医
療コンソーシアム」における医療連
携を十分に図りながら，当院の「手
の外科センター」，「脊椎・脊髄セン
ター」，「糖尿病・内分泌センター」
といった特色ある医療をさらに推
進し，質の高い医療を提供すると
ともに，県内外に向け，積極的なＰ
Ｒを行っていく。

(5) 産科医療や小児医療の充実

333人 助産師外来・母乳外来受診者延数

 分　娩　数 345件 240件
108件 37件
402人

R１ H30

自己評価

(6) 特色ある医療の更なる推進

87人 229人 223人
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(7) 生活習慣病に対す
る医療の推進

地域住民に対する生活
習慣病の発症予防啓発
を促進するとともに、健
康管理センターでの予
防健診の充実や受入の
拡大に努めること。

中期計画 年度計画（令和３年度)

2,346人 2,249人 2,413人 2,480人

R３

60件 86件 81件

【令和３年度目標】
 透析治療件数　　１０，０８０件

【令和３年度目標】
 リハビリ職員１日平均
　　　　　　実施単位数 １７.５単位

(7) 生活習慣病に対する医療の推進

健康管理センターの検診機能やメ
ニューを自治体や企業・団体に対して
積極的に広報し， 受入拡大に取り組
むとともに，受診者に対する積極的な
保健指導の実施に加え，精密検査等
が必要な患者に対してフォローアップ
を強化する。

人間ドック（日帰り）

業務実績 自己評価

フットケア外来 128件 120件

中期目標

Ｂ

【令和３年度実績】
　人間ドック件数　　 ２，４６４件

　一般検診件数　　１８，７３０件

「手の外科センター」や「脊椎・脊髄セ
ンター」とも十分に連携をしながら，急
性期や回復期など，それぞれの時期
や患者の方々の状態に応じた，適切
な「リハビリテーション」の更なる充実
を図る。

【令和３年度目標】
 人間ドック件数　 ２，７５０件

 一般検診件数　２０，０００件

生活習慣病予防の充実・強化を図る
ため，「糖尿病・内分泌センター」にお
いて，糖尿病専門医・認定看護師等
多職種のチームにより，糖尿病教室・
教育入院・フットケア外来等の一層の
充実に取り組むとともに，地域の医療
機関との連携を強化し，糖尿病・内分
泌治療における地域センター的機能
を果たす。

【令和３年度実績】
　透析治療件数　　９，４１７件

　人間ドック件数、一般検診
件数及び透析治療件数は概
ね計画どおりとなっており、
フットケア外来においては前
年度を上回る実績をあげるな
ど糖尿病・内分泌センターを
活用した取組を推進できてい
るため。

患者の急変時における医師の協力体制、透析室スタッフの遅出勤務
や配置体制等の整備を経て、午後透析を実施している。

R３ R２ R１
糖尿病透析予防外来

高齢化の進行などに対応し、１日２回
の透析治療により、透析患者の更な
る増加に取り組む。

＜自己評価設定理由＞

　222人

鳴門市広報誌と連携し、検診の重要性や当院の検診機能について、
積極的に情報発信した（年３回）。

135人 199人

【令和３年度目標】
 糖尿病・内分泌センター
　　　　　　　　　　利用件数 ４，０９０件

【令和３年度実績】
 糖尿病・内分泌センター利用件数　　３，９１３件

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

R１ H30

103件

一般検診 18,730件 18,586件 19,183件 20,059件

「手の外科センター」や「脊椎・脊
髄センター」等とも十分に連携しな
がら，急性期や回復期など，それ
ぞれの時期や患者の方々の状態
に応じた，適切な「リハビリテーショ
ン」の更なる充実を図る。

R２

各センターと連携したコースとして、入院患者については、「手の外科
術後リハビリテーション」や脊椎脊髄センター診療支援の「フィジカル
アセスメント」及び腰椎、頸椎の各術後リハビリテーションを実施する
とともに、外来患者への依頼件数は前年比１１７％となった。

各自治体や企業，団体と連携した
「生活習慣病予防」の充実・強化を
図る。

H30

(7) 生活習慣病に対する医療の推進

健診受診者に対する積極的な保
健指導の実施に加え，精密検査
等が必要な方への医療機関の受
診勧奨を励行する。

【令和３年度実績】
  リハビリ職員１日平均実施単位数　　１８．０単位

治療・精密検査が必要な方の検診後のフォローアップ体制を構築し、
２月に日本人間ドック学会機能評価認定施設となった。
（県内２施設目）

46件
88件

糖尿病・内分泌センターにおける糖尿病・内分泌専門医、
糖尿病認定看護師、管理栄養士、ＭＳＷ等多職種のチームにより、
教育入院、フットケア外来等の一層の充実を図った。

人間ドック（２日） 118人
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　地域医療支援病院として、地
域医療機関との連携強化に取

り組んでおり、特に逆紹介率

は、大幅に上昇するとともに、

退院支援実施率も目標を上

回った。

　また、在宅療養後方支援病院

として、連携医療機関等との情

報共有や緊急入院への対応な

どに積極的に取り組んでいるた

め。

業務実績

地域医療機関からの紹介を受けやすくするため、７月から受診予約
の運用を見直すとともに、１０月から土曜日の予約を開始した。

222件 383件 398件

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

 　ＰＥＴーＣＴ 42件 19件 - -
 　ＣＴ 214件

訪問看護師との連携による共同指導は過去最高の５２件となった。

(8) 感染症対策の推進 ＜自己評価設定理由＞
Ｂ

地域住民の方々が安心して暮ら
し，病院を受診することができるよ
う，感染管理部門の充実や感染症
対策も考慮したリバーシブルな施
設整備の検討を行うなど，新型イ
ンフルエンザや新型コロナウイル
スなどの感染症対策を強化する。

２ 医療・介護連携の充実

令和２年１１月から運用を開始した
「連携医療機関登録制度」を有効に活
用し，地域医療機関との連携強化に
より，「紹介率」及び「逆紹介率」の向
上に取り組む。

H30

72.3％

「院内感染防止委員会」を中心に，感
染防止訓練の実施や研修会の定期
的な開催，インフルエンザや新型コロ
ナウイルスなどの感染防止対策など，
組織的な院内感染対策に取り組む。

76.7％

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

自己評価

(1) 地域包括ケアの推進

２ 医療・介護連携の充実

　「連携医療機関登録制度」を有
効に活用し，地域の緊密な連携の
もと，それぞれが役割分担を図り
ながら，患者に一貫性のある良質
な医療を提供できる体制を確立す
る。

(1) 地域包括ケアの推進

409件 496件 511件

76.9％ 79.3％

【年間紹介率】
 令和元年度実績値 ７６.７％
⇒令和６年度目標値 ７８.０％

【年間逆紹介率】
 令和元年度実績値１０１.５％
⇒令和６年度目標値１１０.０％

99.6％

地域医療機関から積極的に紹介を受
け，ＰＥＴ－ＣＴ・ＣＴ・ＭＲＩ・マンモグラ
フィー等の高度医療機器による検査
を行い，「地域医療支援病院」として専
門性の高い診断を行う。

感染管理分野の認定看護師の養成を
推進するなど感染管理部門の体制強
化や，地域包括ケア病棟の整備にお
いては，感染症対策を考慮したリバー
シブルな施設整備を検討するなど､感
染症対策を強化する。

　高度医療機器共同利用件数 573件

Ａ

R３ R１

　医療安全センターに感染管
理者を配置し、院内感染防止
委員会の定期的な開催など
により、感染症対策を推進し
ている。
　また、感染症対策を考慮し
た地域包括ケア病棟の整備
に向けては、リバーシブル可
能な病室を設けることとし、
来年度からの運用を目指し
ているため。

２ 地域医療・介護支援

(1) 医療・介護連携の
充実

新型インフルエンザや新型
コロナウィルスなどの感染
症対策を推進し、感染症流
行時においても、地域住民
に対して安全かつ適切な
医療の提供が継続できる
体制の確保を図ること。

地域医療支援病院とし
て、高度医療機器を積
極的に活用した専門性
の高い医療を提供する
とともに、地域の医療機
関との連携強化による
「紹介率・逆紹介率」の
向上に努めること。

医療連携体制に基づく
地域完結型の医療を実
現するため、地域の医
療機関、介護機関等と
の情報共有の強化を図
り、地域連携クリティカ
ルパスの整備・普及に
努めること。
地域包括ケアシステム
の深化に向けて、地域
包括支援センターや関
係機関との連携のもと、
急性期から慢性期まで
の入院・外来・在宅にお
ける地域の実情に寄り
添った適切な医療の提
供に努めること。

医師・看護師・ＭＳＷ等が地域のケア
マネージャーの参加の下，退院前カン
ファレンスを行い，退院後の療養に向
けた緊密な連携を行う。

在宅医療実施機関・訪問看護ステー
ション・介護施設等との連絡会議の開
催などにより連携を強化する。

＜自己評価設定理由＞

【令和３年度目標】
 紹介率　　　７８．０％以上

 逆紹介率 １０７．０％以上

(8) 感染症対策の推進 (8) 感染症対策の推進

650件

鳴門市板野郡地区相談連携実務者会に地域の訪問診療医、訪問看
護師、ケアマネジャー、ＭＳＷ、調剤薬局の薬剤師の参加を得て、勉
強会を５回開催した。

（４月） 徳島脳卒中シームレスケア研究会をWEBで開催
（７月） 地域調剤薬局と合同研修会を開催
（８月） 連携登録医療機関を訪問
（３月） 地域医療支援病院・地域医療連携推進委員会を開催
（３月） 鳴門市板野郡地区相談連携実務者会を開催

909件879件

研修会等実施状況
＜毎週＞院内ラウンドを実施し、院内感染事例の把握と衛生
　　　　　　指導、抗菌薬適正使用カンファレンス実施
　（４月）新規採用職員研修・新人看護師研修
　（４月・５月）新型コロナ患者専用病棟看護師への説明会
　（６月・７月）院内感染防止研修会  動画上映（全職員対象）
　（１０月）全看護師対象の新型コロナ感染症に関する研修
　（１月）中途採用者オリエンテーション
　（２月）第２回院内感染防止研修会（手指衛生）

地域医療機関との院内感染対策カンファレンスを実施（年４回）

県立中央病院との感染防止対策の相互チェック（１０月）

感染管理領域において、熟練した看護技術と知識を駆使して水準の
高い看護を実践する認定看護師を養成する「感染管理認定看護師教
育課程」の受講者１名が決定。（Ｒ４．４開始）

R１

109.7％

　 ＭＲＩ 317件

R２

113.8％

H30

令和３年度の紹介率は７６．９％、逆紹介率は１１３．８％となり、前年度比で、
紹介率は２．４ポイント低下、逆紹介率は４．１ポイント上昇した。

101.5％

R３ R２

【令和３年度実績】
 紹介率　　　　 ７６．９％

 逆紹介率　　１１３．８％
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イ ○ ・

○ ・

ア ○ ・

・

○ ・

・

・

イ ○ ・

ウ ○ ・

回復期を担う病院から再発事例を受
け入れるとともに，「在宅療養後方支
援病院」として，連携医療機関の在宅
療養患者について情報共有を行い，
緊急入院など症状悪化に対応する。

健康管理センターにお
ける健診活動の推進を
図るとともに、地域住民
の健康に対する啓発を
促進し、住民の健康に
有用な医療情報の公
開・提供に努めること。

(2) 地域住民の健康維
持への貢献 　新たに創設したPET-CT検診

の積極的な周知に努めるととも
に、鳴門市と連携した情報発
信、徳島県や県スポーツ振興
財団との共同事業などを通じ
て、地域住民の健康増進に貢
献したため。

＜自己評価設定理由＞

広報誌「鳴門病院だより」やＣＡＴＶ等
に加え，メールマガジンやＬＩＮＥなど，
新たな情報ツールを活用した積極的
な情報発信を行うとともに，鳴門市な
ど関係自治体と連携した健康・検診情
報の提供に努める。

新型コロナウィルス感染症収束後に
向け、「地域包括ケアシステム創生Ｐ
Ｔ」が中心となり、地域と連携しなが
ら、在宅や介護施設で療養している患
者の受入れや在宅復帰支援等に対
応するため、「地域包括ケア病棟」の
整備に取り組む。

メールマガジンやＬＩＮＥなど新たな
情報ツールを活用した積極的な情
報発信を行うとともに，関係自治
体と連携した健康・検診情報の提
供に努める。

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

地域と連携しながら，在宅や介護
施設で療養している患者の受入れ
や在宅復帰支援等に対応するた
め，「地域包括ケア病棟」を整備す
る。

【令和３年度目標】
 退院支援実施率　　３０．０％

【令和３年度実績】
　退院支援実施率　　３３．３％

自己評価

Ｂ(2) 地域住民の健康維持への貢献

高度医療機器を有効活用した「新
たな検診プラン」の創設や専用病
床の充実を図ることにより，人間
ドック事業を推進するとともに，地
域と一体となった「健康づくり拠点」
の整備を推進する。

健康管理センターと病院の有機的
なシステム連携により，地域住民
の健康増進を積極的に推進する。

(2) 地域住民の健康維持への貢献

各自治体や企業と連携したＰＥＴ－ＣＴ
検診の強化や高度医療機器を有効活
用した新たな検診メニューの創設など
により，人間ドッグ事業を推進する。

地域住民の健康増進に向け，各職種
が講座開催などを通じ地域貢献に積
極的に取り組む。

「高齢者の食事と栄養」や「食からフレイル予防を考える」等をテーマ
とした講演を行い、地域住民や生活支援サポーターに対する啓発活
動を行った。

「健診システム」と「総合医療情報シス
テム」のデータ連携を強化し，健康管
理センターと病院の患者ＩＤの統一化
に取り組む。

訪問診療医を依頼した患者に対し、在宅療養後方支援や緊急入院希
望届けの仕組みを説明し、在宅医療のバックアップベッドとしての役
割を果たした。（新規１８件）

令和４年３月開催の徳島県東部地域医療構想調整会議において、新
型コロナウィルス感染症の専用病棟としている急性期４８床を回復期
４８床へ転換し、「地域包括ケア病棟」として整備する方針について合
意を得た。

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

業務実績

PET-CT検診において、公立学校共済組合については、来年度から
受診枠が５０名から１００名へ拡大されることが決定。

市町村が実施する胃がん検診について、来年度から受託することが
決定した。

「糖尿病・内分泌センター」の多職種チームによる糖尿病教室などを
開催した。

病院内すべての電子カルテ端末から患者データが閲覧可能となり検
診時と重複する検査を避けられるとともに、患者さんの待ち時間短縮
と病院職員の業務削減に繋がった。

　 　個別栄養指導　３０９件
 　　フットケア外来　１２８件
　 　透析予防外来　　６０件

県スポーツ協会との共同事業として、地域住民の中高年を対象とした
生活習慣病予防教室を開催しており、令和３年度は前期･後期、各１
回それぞれ２５名の参加があった。

鳴門市の「広報なると」と連携し、健康・検診情報を掲載した。
　　・　７月　「ＰＥＴ－ＣＴをご存じですか？」
　　・１０月　「健康管理のスタートはまず健診から」
　　・　２月　人間ドックの新コース（いきいき、はつらつ）の具体的な
　　　　　　　 内容と料金を掲載
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（2） ○

・

（3） ○ ・

・
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○ ・

・

○ ・

　県北唯一の災害拠点病院
として、災害時においても、医
療機能を十分に発揮できるよ
う、事業継続計画（ＢＣＰ）に
基づく、災害発生時の対応訓
練を実施し、災害備蓄品の品
目追加や適切な備蓄量の確
保に向け、着実に取り組めて
いるため。

災害備蓄品として、新たに新生児のための液体ミルク及び防災用ほ
乳瓶を購入し、ローリングストックしていくこととした。

携帯用簡易トイレを３，４００個購入するともに、県と共同し、備蓄総菜
缶（１，２９６缶）及びアルファ米（１，４００食）を購入した。

公的病院と連携した防災無線・衛星電話の運用訓練を毎月１回実施

(2) 他地域における医
療救護への協力

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

災害対策施設設備・施設リニューアルプロジェクトチームを設置し、検
討を開始。

実働者会を発足し、防潮壁やヘリポートについての現状分析と課題を
抽出、関係法令の調査、構想案の策定について、設計業者と協議を
実施。

(1)災害拠点病院として
の機能強化

３ 災害時における医療
救護

地域の医療機関や他の
災害拠点病院との連携
を強化するとともに、災
害対応能力を抜本的に
強化し、吉野川北岸地
域における唯一の災害
拠点病院としての機能
の向上を図ること。

南海トラフ巨大地震に対応した「津
波防潮堤」の設置など，抜本的な
浸水対策を早急に検討する。

３ 災害時における医療救護

「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）」の人
員体制の充実を図るとともに，国や自
治体が実施する広域災害医療訓練へ
の参加を促進する。

平時から災害時までシームレスな医
療機能の強化を図るため，大型ヘリ
が離発着可能な「ヘリポート」の設置，
及び南海トラフ巨大地震に対応した
「津波防潮堤」の設置をはじめとする
抜本的な津波対策を早急に検討す
る。

３ 災害時における医療救護

DMAT技能維持研修 （医師、看護師、コメディカルの計７名）や徳島県
DMAT連絡協議会に参加した。

平時から災害時までシームレスな
医療機能の強化を図るため，大型
ヘリが離発着可能な「ヘリポート」
の設置を検討する。

災害医療訓練を通した「ＢＣＰ」等
の深化や「ＤＭＡＴ」の体制強化に
加え，備蓄品（燃料，水，食料・医
薬品・診療材料）の充実などの取
組を推進し，災害拠点病院機能の
強化を図る。

吉野川北岸地域で唯一の「災害拠点
病院」として機能充実・強化を図るた
め，「災害対策施設整備・施設リ
ニューアルＰＴ」を中心に，総合的な災
害対策の実施について検討を行う。

地域住民や自治体などの関係機関が
一体となった避難訓練や，県立病院と
の共同訓練の実施等，地域と連携し
た災害医療訓練を推進するとともに，
訓練を通して課題を把握し，「事業継
続計画（ＢＣＰ）」の深化を図る。

災害備蓄品について，ポータブルトイ
レをはじめとする備蓄品目の追加や
全体的な備蓄量の検討・整備を行うと
ともに，適正な管理に努める。

防潮壁及びヘリポートの令和６年度からの運用に向け、住民説明会
や関係機関との協議を実施、工事中も病院機能を最大限生かせるよ
う、５クールの工程で工期は約１５ヶ月とする方針。

災害派遣医療チーム（Ｄ
ＭＡＴ）の体制強化・技
能向上を図り、他地域
における医療救護活動
への協力体制の一層の
強化に努めること。

避難訓練時に当院の取組をＰＲしたり、「鳴看祭」も同時に開催するな
ど、徳島県鳴門病院まつり（仮称）として地域住民が楽しんで参加でき
る催しとなるよう企画・検討を行った。

徳島県災害時情報共有システムの入力訓練に参加（毎月１回）

14



ア ○ ・

ア

※各年４月１日現在の職員数

イ ○ ・

イ ウ ○ ・

 

○ ・

エ ○ ・

ア

オ ○ ・

イ ・

○ ・

カ

新人職員の教育のため，「パート
ナー制度」の導入を推進するととも
に，職員の離職要因の分析及び
情報共有による課題解消を図り，
新人職員の定着を促進する。

県立病院と連携した職種・キャリア
設計に応じた柔軟な教育・研修を
促進する。

各部門でのスタッフ教育の中心となる
中堅者リーダーの教育研修受講を促
進する。

中堅者に対して、研修会や学会等への参加を促すとともに旅費等の
支援を継続して実施。

臨床研修病院とし
て、他の臨床研修病
院との連携や特色の
ある臨床研修プログ
ラムの設定等により
臨床研修医の確保に
努めるとともに、質の
高い研修指導医の養
成に取り組むこと。

R３

＜自己評価設定理由＞

　非常勤医師の１名増加及び
初期臨床研修医２名のマッチン
グに成功するとともに、医療従
事者の取得を図る人材開発支
援助成金制度を導入したため。

将来にわたり，当院での研修や勤
務を希望する臨床研修医を確保で
きるよう，魅力的なプログラムづく
りや質の高い研修指導医の確保・
養成を推進する。

「医学教育センター」による教育体
制の充実を図り，研修を受講しや
すい環境づくりや有資格者に対す
る手当創設等により，積極的な専
門資格取得を促進し，質の高い医
療従事者の養成・確保にめる。

新型コロナウイルス感染症の影響により機会は大幅に減少したが、
引き続き高度な医療を提供できる医師の養成のため、学会等への参
加を推進した。

新人看護師の教育を担当するチームが、新人の配属されている病棟
をラウンドし、病棟スタッフと共に新人を支援する体制により、定着を
図った。

新人職員の教育のため，医療技術局
への「パートナー制度」の導入を検討
するとともに，職員の離職要因の分析
及び情報共有による課題解消を図り，
新人職員の定着を図る。

【令和３年度目標】
 認定看護師配置数 ７名

【令和３年度実績】
　認定看護師配置数 ６名

看護水準の向上のため，計画的な認
定看護師の養成等，高度・専門的な
資格取得を促進する。

４ 人材の確保・養成

看護師やその他のコメ
ディカルなど医療従事
者の一層の確保に努
め、各職種において職
務に専念できる体制づく
りを図ること。

質の高い医療従事者を
養成するため、教育研
修機能の充実及びキャ
リアパスづくりや職務に
関連する専門資格の取
得等をサポートする仕
組みづくりを推進するこ
と。

(2) 医療従事者の確
保・養成

H30

医師の医学会等参加件数 68件 36件 126件 118件

「医学教育センター」において，病院と
しての機能向上や専門性の強化に資
する計画的な研修を実施するととも
に，研修を受講しやすい環境づくり
や，有資格者に対する手当創設等に
より，先進病院での研修や学会への
参加に加え，積極的な専門資格取得
を促進する。

3名

４ 人材の確保・養成
Ｂ

R2 H31

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

常勤

　医師 45人 8人

医師は令和２年４月と比較して、非常勤医師１名が増員となった。

４ 人材の確保・養成
(1) 質の高い医療従事者の確保・養成

「徳島医療コンソーシアム」を推進
し，各医療機関や徳島大学をはじ
めとする高等教育機関と連携を図
りながら，医師等の質の高い医療
従事者の確保に努める。

非常勤

11人

(1) 質の高い医師の確保・
養成 県立病院と連携した遠隔医療の検討

など，「徳島医療コンソーシアム」を推
進し，各医療機関や徳島大学をはじ
めとする高等教育機関と連携を図りな
がら，医師等の質の高い医療従事者
の確保に努める。

(1) 質の高い医療従事者の確保・養成

45人 7人 42人 7人

R３

初期臨床研修マッチングの結果、研修医２名の採用が決定

R２ R１ H30

  （８月） 初期臨床研修医採用試験実施（５名受験）

7名初期臨床研修医数（基幹型）

医学教育センターで、職員の資質向上や業務体制の強化等を目的
に、資格取得・維持のための助成制度を導入した。

将来にわたり、当院での研修や勤務
を希望する臨床研修医を確保できる
よう，質の高い研修指導医の確保・養
成に取り組む。

 【認定看護師数】
　令和２年度当初配置数 ６名
⇒ 令和６年度目標配置数 １０名

感染管理認定看護師教育課程の受講者が１名決定した。「看護専門学校」と緊密に連携し
た，質の高い看護人材の養成・確
保を図る。

R１

医療水準の向上を図
るため、専門的な教
育や研修の充実を推
進し、質の高い医師
の確保・養成に努め
ること。

R３

42人

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

自院の特色や県立病院や徳島大学
病院など他の臨床研修病院との連携
により，魅力ある研修プログラムを設
定するとともに効果的なＰＲを実施す
るなど，マッチング強化を図ることによ
り，初期臨床研修医を確保する。

5名 4名

H30

R２

令和３年度は、救急科から１名、循環器内科から１名の計２名の医師
が徳島県臨床研修指導医養成講習会を修了した。

15



ア ア ○ ・

・

イ ○ ・

・

イ ウ ○ ・

・

Ｒ３

県内高等学校の高校生と保護者に対して進学説明会を行い、さらに
高校訪問・オープンキャンパス・ホームページ等の充実を図り、優秀
な看護学生の確保に努めた。

母体病院の充実した実習体制、国家試験合格率１００％の継続、唯
一の学生寮（男女）設備を有している等をアピールした。

　奨学金貸与者数 13人 11人 5人 1人

県内の高等学校等と
の連携強化により、
優秀な看護学生の確
保に努めるとともに、
学生が安心して学べ
るよう、施設等の適
正な維持管理に努め
ること。

【令和３年度目標】
 看護専門学校・県内就職率
　　　　　　　　　　　　　　　　 　８５．０％

(2) 看護専門学校の充実強化

  

(2) 看護専門学校の充実強化

計画的な専任教員の資格取得を
推進し，若年層の教員の育成に努
め，安定的な看護教育の確保を図
る。 県立総合看護学校との間で、ＩＣＴを活用した講演・研修・情報交換会

を計画的に実施

Ｒ２ Ｒ１

＜自己評価設定理由＞

各種研修等の受講を促進し、教育内容の充実強化を図った。

５Ｇを活用した遠隔授業など，徳島
県総合看護学校との更なる連携を
強化し，質の高い看護師の養成を
図る。

施設及び設備の適切な維持補修
を行うなど充実した教育環境の整
備を図る。

学校施設及び設備の適切な維持補修
を行うなど，充実した教育環境の整備
を図る。

５ＧをはじめとするＩＣＴを活用した遠隔
授業や学生交流会，看護師教育課程
カリキュラム改正にかかる連絡会議，
実践力強化のための研修会の開催な
ど，県立総合看護学校との連携を更
に強化し，質の高い看護師の養成を
図る。

100％

看護教員によるカリキュラム改正連絡会議を２回実施するとともに、
随時、カリキュラム改正実務会議を開催し、連携強化を図っている。

ＩＣＴが使用可能な通信環境を整備し、遠隔授業や会議を定期開催す
るとともに、オンラインにより看護学生研究発表会を１２月に、伝達講
習会を３月に、県立総合看護学校と合同で開催し、両校の学生・教員
の交流・学習に活用できた。

中期目標

(3) 看護専門学校の充
実強化

質の高い教員の計画
的な養成に努めると
ともに、病院や県との
連携により教育内容
の質の向上を図るこ
と。

100％

　卒業生の県内就職率

中期計画 年度計画（令和３年度)

Ｓ

100％ 100％

80.0％ 90.3% 80.0%

H30

　看護師国家試験合格率

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

計画的な専任教員の資格取得を推進
するとともに，臨床経験豊富な看護教
員の養成のため，研修等への受講を
促進するなど，若手層の教員の育成
に努め，安定的な看護教育の確保を
図り，鳴門病院をはじめ県内医療機
関への就職を促進する。

【令和３年度実績】
　 看護専門学校・県内就職率
                                         　９１．７％

91.7％

自己評価

　１０年連続で看護師国家試
験合格率１００％を達成する
とともに、卒業生の県内就職
率は９割を超えるなど、質の
高い看護師の養成・確保に
優れた成果をあげたため。

業務実績

【看護専門学校・県内就職率】
  　第１・第２期中期計画期間
　　平均実績値　８０％
⇒ 第３期中期計画期間
　　平均目標値　８５％以上
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中期目標

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

(1) 効果的な業務運営の推進

・

イ ○ ・

ウ

○ ・

エ

○ ・
オ

○ ・
カ

○ ・

キ

○ ・ 総合評価方式の入札で６月に業者を決定後、約５０のワーキングＧを
立ち上げ、問題点・運用等を協議、９月に開発室を設置、１０月から１
２月にかけてシステム連携等構築作業を終え、３月から病棟システム
及び外来システムを本格稼働している。

 (4)県立病院との連携

ア ○

 (3)適正な人事評価の実
施

処遇改善による適正な人員の確保に
向け，県立病院との初任給格差の改
善を図るとともに，昇給停止年齢を２
歳引き上げるなど，計画的な給与制
度の見直しを検討する。

管理者によるヒアリングを通じて年度
目標の達成状況や課題認識を共有
し，組織としての業務運営の改善を推
進する。

「職員提案制度」や「グループ表彰制
度」等を効果的かつ積極的に活用し，
職員の業務改善に対する意識向上に
取り組む。

グループ表彰については、管理者会議で５グループを選定し、年末の
仕事納め式において、表彰した。

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項 ・ 第４ 財務内容の改善に関する事項

夏期に各診療科・各部門における「令和３年度の課題と取組状況」を
共有するためのヒアリングを実施するとともに、職員提言ＢＯＸを設置
し、自由に提案いただくことで、意識改革、組織の活性化を図ってい
る。

＜自己評価設定理由＞

「院内ラウンド」のメンバーや場所
等の見直しによる，効率的かつ効
果的な各部門からの意見等の収
集を行う。

年度計画

「総合医療情報システム」の整備・
充実による県立３病院との医療連
携の強化を図る。

「徳島医療コンソーシアム」を活用
した人事交流等による優秀な人材
育成の促進や他病院の優良事例
の取り込みを促進する。

各部署の業務をフロー化するとと
もに，マニュアルの作成を行い，業
務の適正化やスリム化を図る。

１０月から本格運用を開始しており、総合医療情報システムが稼働し
た３月以降は、患者様の同意の下、電子カルテ端末から薬剤情報や
特定健診情報が閲覧可能となり、より的確な診療や服薬指導が可能
となった。

昨年度に策定した人事評価実務要領に基づき、人事評価を段階的に
実施し、今年度は基幹職（副科長、副看護師長、課長補佐を含む。）
の評価を実施。

他の公的病院との初任給格差等を改善するため、初任給を４，５００
円（技能職２，７００円）引き上げるとともに、昇級停止年齢を４７歳か
ら４９歳へ２歳引き上げる処遇改善を実施し、令和３年４月から適用し
た。

県立病院との医療連携の強化や病院
及び健康管理センターのシステム連
携などを図るため，新たな「総合医療
情報システム」の整備に着手し，令和
４年度の完成を目指す。

自己評価

職員の能力の適正な評価とモチベー
ションの向上や人材育成に資する新
たな「人事評価制度」について，本格
的な検討を始める。

令和３年４月より「マイナンバーカー
ド」による健康保険証のオンライン資
格確認を実施し，患者の利便性を図
るだけでなく，保険証入力手続きの簡
略化や保険請求の適正化などを図
り，職員の負担を軽減する。

１ 業務運営体制

中期計画

職員の出退勤をはじめとする就業管
理の適正化，及び各種帳票作成の自
動化など業務の効率化を図ため，「勤
怠管理システム」を導入し，令和３年
度中に運用を開始する。

処遇の改善による人員確保に向
け，県内の公的病院の状況を勘案
しながら，初任給・昇給停止年齢
の見直しなど，給与制度の改善を
検討のうえ，実施する。

職員の適正な評価を行い，モチ
ベーション向上を図るため，「人事
評価制度」の構築を推進する。

年度計画（令和３年度)

職員の資質、能力及び勤
労意欲の向上を図るため、
公正で客観的な人事評価
制度の構築及び適正な評
価に基づく給与制度の運
用に努めること。

１ 業務運営体制
 (1) 効果的な業務運営の
推進

ア 総合メディカルゾーンに
おける北部ブランチ病院と
しての役割を踏まえ、患者
サービスの向上に資するＩ
ＣＴを活用した医療情報の
連携について検討を行うこ
と。

イ 医薬品等の共同交渉や
人事交流、災害時の協力
等を推進し、県立病院との
連携によるより効果的な医
療協力体制を構築するこ
と。

中期目標

理事長及び院長は、経営
効率の高い業務執行体制
を確立するとともに、職員
の適切な労務管理を行うた
めの制度の構築に努める
こと。

 (2)他職種間での連携・協
力体制の構築

業務の適正化・スリム化を
図るため、各職種の業務内
容を可視化し、職員間の連
携強化に努めるとともに、
管理者側が積極的に職員
と連携できる体制を構築す
ること。

Ｂ

業務実績

新たに稼働（R4.3～）した電子カルテシステムとの連携を図ることと
し、来年度早期の運用開始に向け、仕様の検討等を実施し、入札を
行い、落札業者が決定した。

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

　理事長、院長と各部門長が
ヒアリングを通じて、業務運
営の改善に取り組んだ。
　また、顕著な実績をあげた
所属に対して、グループ表彰
を実施し、職員のモチベー
ションの向上が図られたた
め。

中期計画

職員の負担軽減等を図るため，多
様な働き方に対応した柔軟な勤務
体制の構築や労働時間の適正な
管理を行うため，「勤怠管理システ
ム」の導入を推進する。

１ 業務運営体制
(1) 効果的な業務運営の推進
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 ○ ・
ア

イ ○ ・

○ ・

○ ・ 　

ウ ○ ・

ア ○

・
イ

・

・  外来患者延数

 外来診療単価

H30

「連携医療機関登録制度」を活用した
地域医療機関との連携強化

救急医療体制の充実・強化による救
急搬送患者の受入の促進

千円 千円

本格的な接遇研修の実施により、接遇マナーを向上させ、職員間の
笑顔での挨拶等、スムーズなコミュニケーションが図られるよう取り組
んでいる。
また、多職種における定期的な院内ラウンド、カンファレンス等により
チーム医療の活性化を図った。

勤務形態の多様化に向け、今後、現場ニーズを把握するとともに制
度改正に当たっての課題等の分析を行う。

 新規患者数 5,293人 5,145人

R3 R2 R1

 (1) 良好な職場環境づく
り
あいさつ運動などの取組
を通して、職員間のコミュ
ニケーションを図り、良好
な職場環境づくりに努める
こと。
 (2) 働き方改革への対応

職員の福利厚生の充実、
女性職員の働き方支援や
タスクシフティングなど
ワークライフバランスの実
現に向けた取組を推進
し、職員が働きやすい職
場環境の整備に努めるこ
と。

 (3) 職員の処遇改善

優秀な人材の流出を防ぐ
ため、職員が高いモチ
ベーションを持ち安心して
働き続けることができる就
労環境の構築に向け、職
員の処遇改善について、
抜本的な改革を推進する
こと。

次の新規入院・外来患者数の増加に
取り組むとともに，急性期病棟と地域
包括ケア病棟との連携を図ることなど
により，在院日数の短縮や病床回転
率を上昇させ，診療単価及び患者数
の増加を図る。

千円 千円

勤務形態の柔軟な運用により，ラ
イフサイクルや家庭状況に応じた
働き方の選択肢を充実させる。

「交替勤務制度」や「早出・遅出勤務
制度」導入の検討を行うなど，勤務形
態の柔軟な運用により，働き方改革を
推進する。

ストレスチェック制度の適切な運用な
どにより，メンタルヘルス対策を充実
するとともに，休業した職員の円滑な
職場復帰を支援する。

職員が心身ともに健康で働き続けら
れる，ハラスメントのない良好な職場
環境づくりを目指し，相談及び苦情等
に組織的に対応する。

病院収益に貢献する資格取得に
おける新たな手当の創設や各種
手当の見直しなど，処遇改善の実
現に向けた取組を推進する。

認定看護師や各種指導医など，病院
収益に貢献する資格取得における新
たな手当の創設を検討するとともに，
各公的病院の例を参考にしながら各
種手当を見直すなど，適切な処遇改
善を実施する。

メンタルヘルス対策として、労働安全衛生法に基づくストレスチェック
の実施や休業中の職員には復職支援プログラムを作成し、スムーズ
に復職出来るよう支援した。

鳴門病院ハラスメント相談対応チームを設置し、職員、患者等からハ
ラスメント行為を受けた際の相談体制を構築し、相談に当たってい
る。

職員の資格取得又は資格維持に必要な費用を助成する制度を新た
に創設（人材開発支援助成金交付要綱）し、令和3年12月1日から施
行した。

 (1) 収入の確保

4,302,417

59,805円 57,855円

(2) 職員の就労環境の向上

業務実績
年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

68,401円 63,787円

 入院収益

＜自己評価設定理由＞

自己評価

＜自己評価設定理由＞

H30

4,369,552 4,544,849 4,442,331

Ｂ

75.4％ 74.4％ 75.4％

 入院診療単価

健康管理センターと連携した二次検
診の推進

R3 R2 R1

(1) 収入の確保

２ 業務運営方法

 入院患者延数 62,900人 68,502人

 外来収益

２ 業務運営方法
(1) 収入の確保

中期目標

２　職員の就労環境の
向上

病院全体での収入目標
を定め、病床利用率等
の収入確保につながる
数値目標を適切に設定
するとともに、効率的に
高度専門医療を提供し
診療単価の向上に努め
ること。

診療報酬の請求漏れの
防止や未収金対策の強
化を図るとともに、病院
が持つ医療資源を最大
限活用し、新たな収入
の確保に努めること。

３　収益の改善

14,188円15,345円 14,710円

106,494人

Ａ

千円 千円 千円 千円
100,431人 99,998人 104,009人

5,876人

11.9日 13.3日 13.0日 13.0日

15,311円

 平均在院日数

1,537,727 1,534,471 1,529,926

5,902人

　入院収益の総額は微減し
たものの、病床回転率が上
がり、平均在院日数が短縮、
入院診療単価は大きく上昇し
たため。

76,784人75,995人

1,511,819

 病床利用率 76.7％

(2) 職員の就労環境の向上

あいさつ運動の継続や院内行事
の活性化を通じ，病院全体の「ワ
ンチーム化」を推進する。

「院内感染制御チーム（ＩＣＴ）」や「栄
養サポートチーム（ＮＳＴ）」など各種院
内チーム活動の活性化を図るととも
に．あいさつ運動や院内行事の推進
により，積極的に職員間のコミュニ
ケーションを図り，病院全体の「ワン
チーム化」を促進する。

中期計画

　他職種職員に対する専任
講師による接遇研修及び院
内ラウンドを徹底し、良好な
職場環境の構築に努めた。
　また、ＤＰＣデータの分析結
果等を管理者会議や医局会
等で共有し、収益向上に活用
できている。

18



ア ○ ・

イ ○ ・

ウ ○ ・

エ ○ ・

○ ・

【令和３年度実績】
平均在院日数　　　　１１．９日
※急性期病棟に限る。

紹介率　 ７６．９％

逆紹介率  １１３．８％

救急搬送受入率  ８７．３％
 
１日平均新規入院患者数　　　１４．５人

手術件数　 ２，０９０件

業務実績
中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

自己評価
中期目標

「経営改善チーム」により，新たな施設
基準等の取得や様々な収益確保策を
検討する。

未収金においては，発生の未然防止
に加え，徴収業務の委託や損保会社
による連帯保証人代行制度の活用を
検討するなど，早期回収に取り組む。

診療情報のより精緻な分析を実施
し，課題の明確化に努めるととも
に，適切な目標設定を行う。

診療情報のより精緻な分析を実施し，
課題の明確化に努め，改善策の検討
を行う。

診療報酬の請求漏れを防ぐため，医
事委託業者との連携を強化するととも
に，マニュアルの作成や点検システム
の導入を検討する。

診療報酬の請求漏れを防ぐため
のマニュアルの作成や点検システ
ムの導入を検討する。

徴収業務の委託や損保会社によ
る連帯保証人代行制度等を活用
し，未収金の減少に努める。

【令和３年度目標】
平均在院日数 １２．8日
※急性期病棟に限る。

紹介率　 ７８．０％以上 ※再掲

逆紹介率  １０7．０％以上 ※再掲

救急搬送受入率 ８７％以上 ※再掲

１日平均新規入院患者数　１６．１人

手術件数　 ２，４００件

新たに「ベッドコントロールセンター」
を設置し，各病棟の連携を図りなが
ら，適切な病床利用率の確保を図
る。

ベッドコントロール機能の更なる向
上を図り，適切な病床利用率の確
保を図る。

【稼働病床利用率】
令和元年度実績値　７４．４％
⇒　令和６年度目標値
　　　　　　　　　８０．０％以上

【令和３年度目標】
稼働病床利用率　８０．０％以上
  ※急性期病棟に限る。

【令和３年度実績】
稼働病床利用率　７６．７％
  ※急性期病棟に限る。

内科医師による吸入器指導の実施において、加算基準を満たすこと
となるよう運用マニュアルをＲ４．３に策定した。

未収金管理システムを導入しており、債権管理を的確に行うととも
に、督促状等の記録を管理するなど、迅速な対応に寄与している。

令和３年４月から稼働、ベッドコントロールセンター会議を毎月開催
し、個室の拡充や新型コロナウイルス感染症患者の受入対応のため
の病棟縮小に対応した。

紹介患者情報を診療科別に５カ年推移で集計し、職員掲示板等によ
る情報共有化を図るとともに、診療内容と病名との整合性を診療情
報より確認し、必要に応じて、病名の追加や変更を検討するととも
に、医局会やＤＰＣ委員会を通じて情報共有を図った。

令和３年１０月から診療報酬請求業務にレセプトチェックシステムを導
入し、請求漏れ防止を図るとともに、返戻、査定の報告書について
は、事前に医事委託業者（ニチイ学館）によるチェックを行う運用
に変更し、点検の強化と医師の負担軽減を図った。
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ア ア ○ ・

イ

○

イ

ウ ○ ・

エ

○ ・

○ ・

＜自己評価設定理由＞

物品購入等において競争入札の実施を基本とし、建物・設備関係等
で随意契約となる場合についても、可能なものは業者と交渉し複数年
契約を行い、コスト低減に努めている。

総合医療情報システムと連携した新たな「院内物流システム」につい
て、３月にプロポーザルを実施し、第一候補者を決定しており、令和４
年６月に契約を予定している。

競争入札により競争性や透明性を確
保するとともに，複数年契約を推進す
るなど，費用の節減や事務の簡素化
に取り組む。また，効果的な契約方法
の見直しを推進するため，契約事務
の一元管理に向け，検討を進める。

契約方法の定期的な見
直しを行うとともに、国
の方針を踏まえた医療
費適正化の観点から、
後発医療薬の利用促進
に努め、費用の節減を
図ること。

中期目標

院内全体でコスト意識の醸成を図るた
め，各所属においてコスト削減に向け
た業務改善に取り組み，優良事例に
ついては積極的に他所属への横展開
を図る。

物品等の購入契約や施設等の改修を行う施設課、業務委託の契約
を行う総務人事課等の各部署と協議し、調達・契約方法の見直しを行
うなど、経費削減に取り組んでいる。

委託費をはじめとする「固定経費」
の徹底的な見直しを行う。

医薬品や診療材料の調達において，
県立病院と連携した共同交渉を推進
し，採用品目の拡大を図るなど，材料
費の増嵩を抑制する。

医薬品や診療材料等の調達・使用・
消費・補充といった一連の物流を適正
かつ効率的に管理し，業務の効率化
や業務負担の軽減を図るため，総合
医療情報システムと連携した「院内物
流管理システム（ＳＰＤ）」について、令
和４年度の導入に向けた検討・構築を
行う。

(2) 費用の抑制

医薬品や診療材料等の
購入に係る県立病院と
の共同交渉の促進や、
新たな院内物流システ
ムの導入による在庫管
理の適正化及び管理業
務の負担軽減の推進を
図り、費用の抑制に努
めること。

自己評価

引き続き、県立病院との共同購入における価格交渉等を、医薬品及
び診療材料について行っており、令和３年度末現在で、院内採用医
薬品のうち約８８％が共同購入品となっている。

「経営改善チーム」において，委託費
をはじめとする固定経費の削減・抑制
策を検討する。

新たな「院内物流管理システム（Ｓ
ＰＤ）」の検討・導入を行い，適正な
在庫や消費の管理による経費削
減や管理業務の負担軽減を図る。

業務実績
年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

B
県立病院との「医薬品」や「診療材
料」の共同購入において，採用品
目の拡大を図り，材料費の増嵩を
抑制する。

(2) 費用の抑制 (2) 費用の抑制

　従来から県立病院と共同交
渉を行っている医薬品、診療
材料、災害備蓄品を継続す
るとともに、院内物流管理シ
ステムの導入について、協
議・検討を行った。
　また、運用を開始した総合
医療情報システムにおいて、
更なる経費削減に向けた課
題抽出等に取り組んでいるた
め。

中期計画

契約事務の一元管理により，効果
的な契約方法の見直しを推進す
る。
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中期目標  第４　財務内容の改善に関する事項　

第５ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

 １　経常収支比率
・

・

＜自己評価設定理由＞

　経常収支比率及び医業収
支比率とも、目標を大幅に上
回ったため。

医業収支比率 ９８．０％以上 医業収支比率 １１３．４％

中期計画

年度計画

＜目標＞

経常収支比率の目標（最終年度までに
１００．０％以上を達成）

医業収支比率の目標（最終年度までに
９８．０％以上を達成）

業務実績 自己評価

医業収支比率について、同
規模の公立病院と比較す
る等により適切な数値目標
を定め、達成すること。

２　医業収支比率

【令和３年度目標】

経常収支比率 １００．０％以上

【令和３年度実績】

経常収支比率 １１７．１％

Ｓ

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

令和元年度実績値 ９５．２％⇒
令和６年度目標値  ９６．０％以上

収益力の強化や業務運営
の効率化を徹底し、経常収
支比率１００％以上を維持
すること。

令和元年度実績値 ９７．３％⇒
令和６年度目標値 １００．０％以上
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１　予算（令和３年度～令和６年度） １　予算（令和３年度) １　決算（令和３年度)

収入 収入 収入

営業収益 営業収益 営業収益

医業収益 医業収益 医業収益
その他医業収益 その他医業収益 その他医業収益

営業外収益 営業外収益 営業外収益
運営費負担金収益 運営費負担金収益 運営費負担金収益
その他営業外収益 その他営業外収益 その他営業外収益

資本収入 資本収入 資本収入
短期借入金 短期借入金 短期借入金
長期借入金 長期借入金 長期借入金
その他資本収入 その他資本収入 その他資本収入

その他の収入 その他の収入 その他の収入
計 計 計

支出 支出 支出
営業費用 営業費用 営業費用

医業費用 医業費用 医業費用
給与費 給与費 給与費
材料費 材料費 材料費
経費 経費 経費
研究研修費 研究研修費 研究研修費

一般管理費 一般管理費 一般管理費
営業外費用 営業外費用 営業外費用
資本支出 資本支出 資本支出

建設改良費 建設改良費 建設改良費
長期借入金償還金 長期借入金償還金 長期借入金償還金
その他資本支出 その他資本支出 その他資本支出

その他の支出 その他の支出 その他の支出
計 計 計

　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。
地方独立行政法人の業務運営上の予算を、現金主義に 地方独立行政法人の業務運営上の予算を、

　　　　 基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの 　　　　 現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計

＜人件費の見積り＞ に該当するもの

第２期中期目標期間中の総額を『17,138百万円』とする。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給,

諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

＜運営費負担金のルール＞

長期借入金元利償還金に充当される運営費負担金は、

経常費助成のための運営費負担金とする。

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

収入の確保や経費削減に
係るその他の経営指標に
ついて、同規模の公立病院
と比較する等により適切な
数値目標を定め、達成する
こと。

（単位：百万円）

区　　分 金　額 区　　分 金　額 区　　分 金　額

（単位：百万円）

予算：予算：

5,840
3,623 1,264

（単位：百万円）

2,668
2,445

5,711 1,761 1,700

1,660 250 142
785 194 142

7,277 8,508

25,489 6,013

29,112

444 284

3,200 800 800
2,511 961 900

0 00

28,354 7,184 7,411
7,177 7,404

0 5 0
37,268 9,487 10,492

13 2 4

4,479 1,181 1,318
194 48 31
47 7 7

12 7 0
36,404 9,376 9,554

17,134 4,384 4,543
6,500 1,564 1,512

1,416
1,170 1,126

28,307

３ その他の経営指
標

2,183 2,139
3,409

213
800

8,025

213
3,200 800
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２　収支実績（令和３年度)

収益の部 収益の部 収益の部

営業収益 営業収益 営業収益

医業収益 医業収益 医業収益
その他医業収益 その他医業収益 その他医業収益
資産見返負債戻入 資産見返負債戻入 資産見返負債戻入
補助金収益 運営費負担金収益 運営費負担金収益

営業外収益 補助金収益 補助金収益
運営費負担金収益 営業外収益 営業外収益
その他営業外収益 運営費負担金収益 運営費負担金収益

臨時利益 その他営業外収益 その他営業外収益
計 臨時利益 臨時利益

費用の部 計 計
営業費用 費用の部 費用の部

医業費用 営業費用 営業費用
給与費 医業費用 医業費用
材料費 給与費 給与費
経費 材料費 材料費
減価償却費 経費 経費
研究研修費 減価償却費 減価償却費

一般管理費 研究研修費 研究研修費
営業外費用 一般管理費 一般管理費
臨時損失 営業外費用 営業外費用

計 臨時損失 臨時損失
純利益 計 計
目的積立金取崩額 純利益 純利益
総利益 目的積立金取崩額 目的積立金取崩額
　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 総利益 総利益

地方独立行政法人の業務の収支計画を、発生 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。
　　　　　　　 主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失と 地方独立行政法人の業務の収支計画を、発生

　　　　　　　 いう形で表すもの 　　　　　　　主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失と

　　　　　　　いう形で表すもの

1,252
201 0 0

収支計画：

1,252

5
7,689

255
11 194

6,013

（単位：百万円）

4,479 1,564 1,512

1,7812,445
165

区　　分 金　額

256

165

444 511

２　収支計画（令和３年度～令和６年度）

中期目標 中期計画 年度計画（令和３年度)
年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

5,840
2,580 618 621

673 87 101

区　　分 金　額

28,972

自己評価

0
201

4

194

（単位：百万円） （単位：百万円）

業務実績

4,384 4,543

9,019
31,206

1,181 1,318

17,779 7,553 7,756
6,500

0

31

2,207

7,763

31,428

7,240 8,508

25,489

376 352
47 48

7,566 7,767

13 7 7
8 2

123

31,227 4

0 123

31,159 7,560

230
357

収支計画：

区　　分 金　額

785
1,660

250
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３　資金計画（令和３年度) ３　資金実績（令和３年度)

資金収入 資金収入 資金収入

業務活動による収入 業務活動による収入 業務活動による収入

投資活動による収入 投資活動による収入 投資活動による収入

財務活動による収入 財務活動による収入 財務活動による収入

前事業年度からの繰越金 前事業年度からの繰越金 前事業年度からの繰越金
計 計 計

資金支出 資金支出 資金支出
業務活動による支出 業務活動による支出 業務活動による支出

投資活動による支出 投資活動による支出 投資活動による支出

財務活動による支出 財務活動による支出 財務活動による支出

翌事業年度への繰越金 翌事業年度への繰越金 翌事業年度への繰越金
計 計 計

　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。
地方独立行政法人の業務運営上の資金収入・ 地方独立行政法人の業務運営上の資金収入・

　　　　　　　 資金支出を、活動区分別(業務・投資・財務)に 　　　　　　　資金支出を、活動区分別(業務・投資・財務)に

　　　　　　 表すもの 　　　　　　　表すもの

中期計画

896 運営費負担金による収入 2,386

110

8,868

金　額

6,390
運営費負担金による収入

その他の業務活動による収入 92
2,703 運営費負担金による収入

その他の業務活動による収入 2,731

0 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による収入

2,292

長期借入による収入 961 長期借入による収入 900
0

その他の投資活動による収入 0

短期借入による収入

0 110

自己評価

0

30,923 7,564

診療業務による収入 25,489 診療業務による収入

655

6,013 診療業務による収入

（単位：百万円）

区　　分 金　額 区　　分

（単位：百万円） （単位：百万円）

その他の業務活動による収入

0
運営費負担金による収入

業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価
年度計画（令和３年度)中期目標

資金計画：

1,110
有形固定資産の取得による支出 1,107

給与費支出

63 その他の財務活動による支出
長期借入金の返済による支出

0
その他の投資活動による収入

無形固定資産の取得による支出 0無形固定資産の取得による支出

28,367

3,200

３　資金計画（令和３年度～令和６年度）

短期借入金の返済による支出

2,511

4,733 その他の業務活動による支出 1,242 その他の業務活動による支出

有形固定資産の取得による支出 178

金　額 区　　分

5,711 1,761 1,700

運営費負担金による収入

2,617 2,617

1,544

0

800

運営費負担金による収入

その他の財務活動による収入

7,028 7,291

0

長期借入による収入

1,076

短期借入による収入 800 短期借入による収入

材料費支出

4,868
その他の投資活動による支出 12 その他の投資活動による支出

1,564

0

200

33
1,416 長期借入金の返済による支出 213 長期借入金の返済による支出 213
3,200

73 その他の投資活動による支出

17,134

無形固定資産の取得による支出

3,169
3,157

39,251 11,942

その他の財務活動による支出 252 その他の財務活動による支出

有形固定資産の取得による支出

1,046

資金計画：

39,251 11,942 12,970

短期借入金の返済による支出

1,294
材料費支出

15

2,847 2,728
12,970

給与費支出 4,222 給与費支出 4,453

その他の業務活動による支出
材料費支出

4,433

6,500

800 短期借入金の返済による支出 800

0 その他の投資活動による収入
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中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項

第６ 短期借入金の限度額

第４ 短期借入金の限度額

・

・ ・

・ ・

中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画

中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項

第８ 剰余金の使途

第６ 剰余金の使途

・ ・

・ ・

偶発的な出費増への対応

賞与の支給等、資金不足が生じた場
合の対応

偶発的な出資増への対応

賞与の支給等、資金不足が生じた
場合の対応

２ 想定される事由

　前年度に引き続き、短期借
入金の調達額を８００百万円
に抑えることができたため。

８００百万円

２ 想定される事由

業務実績 自己評価

予定なし
（７千万円以上の不動産
（土地２万㎡以上）等）

１ 限度額

中期目標

中期目標

中期目標

中期計画

年度計画

中期計画

年度計画

中期計画

年度計画

中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

年度計画（令和３年度)

病院建物の整備・修繕、医療機器等の
購入

病院建物の整備・修繕、医療機器等の
購入

人材育成及び能力開発の充実等

業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

８００百万円

中期計画 年度計画（令和３年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

業務実績 自己評価

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

予定なし
（７千万円以上の不動産
（土地２万㎡以上）等）

中期計画

前年度に引き続き、計画的な資金管理により、短期借入金の調達金
額を８００百万円に抑えることができた。

１ 限度額

人材育成及び能力開発の充実等

自己評価
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中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項

中期計画 第９ 料金に関する事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

中期目標

(1)から(4)以外のものについては、別に
理事長が定める額とする。

中期計画 年度計画（令和３年度)

理事長は、特別の理由があると認めるとき
は、使用料及び手数料の全部又は一部を
減免することができる。

２ 減免

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

１ 使用料及び手数料

理事長は、使用料及び手数料として、次に
掲げる額を徴収する。

使用料の額は、健康保険法(大正１１年
法律第７０号)第７６条第２項及び第８５
条第２項（これらの規定を同法第１４９
条において準用する場合を含む。）の
規定に基づき厚生労働大臣が定める
算定方法により算定した額（以下「算定
額」という。）とする。

労働災害補償保険法（昭和２２年法律
第５０号）の規定による保険給付の対
象となる医療の提供に係る使用料の
額は、地方独立行政法人徳島県鳴門
病院理事長（以下「理事長」という。）が
徳島労働局長と協議して定めた額とす
る。

医療の提供が消費税及び地方消費税
の課税の対象となる場合の使用料の
額は、(1)及び(2)の規定にかかわらず、
算定額に消費税及び地方消費税の税
率を乗じて得た額とする。

使用料の額の算定が(1)から(3)の規定
により難い場合の使用料の額は、(1)か
ら(3)の規定にかかわらず、理事長が定
める額とする。

業務実績 自己評価
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中期目標  第５　その他業務運営に関する重要事項　

第１０ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

第７ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

(1) (1) ・

(2) (2) ・

1 1

2

・ ・ ・

・

予定なし 予定なし

　メディカルクラーク及び看護
助手に対する各種研修会の開
催による負担軽減や院内だよ
りでの職員紹介、ストレスチェッ
クの実施等により、職場環境の
向上を推進することができたた
め。

２ 人員配置の弾力化 ２ 就労環境の整備 ２ 就労環境の整備 ＜自己評価設定理由＞

３ 積立金の処分に関する計画 ３ 積立金の処分に関する計画

Ｂ

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

自己評価業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価
中期目標

中期計画

年度計画

施設、設備
及び医療機
器等の整備

設立団体からの
長期借入金等

予定額区 分

施設、設備及
び医療機器
等の整備

1,107

金額については､見込みである。
（注）

（単位：百万円）

年度計画（令和３年度)

 財 源

設立団体からの
長期借入金等

（単位：百万円）

【令和３年度の施設及び設備等整備に関
する計画】

１ 施設及び設備に関する事項１ 施設及び設備に関する事項

中期計画

病院新築後，１５年以上が経過す
る施設及び設備の適切な維持補
修を行うとともに，医療機器におい
ては，医療技術の進展や医療需
要，費用対効果等を総合的に勘案
し計画的な整備を推進する。

【中期計画期間の施設及び設備整備
に関する計画】

年度計画に基づき、ＭＲＩと全身用血管造影撮影装置（ＤＳＡ）を更新
した。

令和３年度は、５階東病棟において、個室を４室増床し、８月から運用
を開始するとともに、地域包括ケアシステム創生ＰＴや外来化学療法
室・緩和ケア病棟設置ＰＴにおいて、第3期中期計画の実現に向けた
具体的な検討を行っている。

　施設及び設備の適切な維持
管理及び計画的整備を行い、
概ね年度計画に基づく整備が
行えたため。

患者サービスの向上に向け，個室
の十分な確保を図るとともに，患
者ニーズに応じた病棟再編を検討
する。

患者サービスの向上に向け，整形外
科病棟や今後整備を予定している地
域包括ケア病棟の個室の増を図ると
ともに，各種プロジェクトチームを活用
し，患者ニーズに応じた病棟再編の
検討を進める。

施設及び設備の適切な維持補修を行
うとともに，医療機器においては，医
療技術の進展や医療需要，費用対効
果等を総合的に勘案し計画的に整備
する。

働き方改革を推進するため，メディカ
ルクラークや看護助手などを積極的
に活用し，タスクシフティングによる，
医師・看護師など職員の負担軽減を
図るとともに，より上位の診療報酬加
算の獲得により，安定的な運営の確
保に努める。

１ 施設及び設備の整備

施設及び設備について、医
療技術の進展や地域の医
療需要、費用対効果等を
総合的に勘案し計画的に
整備すること。

メディカルクラークについては、知識向上・レベルアップを目指した勉
強会を、看護助手については、業務改善・知識向上のための勉強会
を定期的に開催した。

早期時間帯に勤務する看護師の負担軽減のため、病棟看護職員の
募集を開始した。

金額については､見込みである。

各事業年度の長期借入金等の具体的
な額については､各事業年度の予算編
成過程において決定される。

（注）

 財 源区 分 予定額

3,157

来院範囲の広域化や手
術件数の増加に迅速に
対応できるよう、診察料
の再編や職員の配置を
弾力的に行うこと。

医療現場の働き方改革に向け，多
様な医療人材（メディカルクラー
ク，看護助手，アクティブシニア）を
積極的に活用し，タスクシフティン
グ等による医師・看護師など職員
の負担軽減を図る。

27


